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平成17年度税制改正において、所得税関係についてはどのような改正

が取り上げられているのでしょうか。

平成17年度における所得税関係改正の概要は、次の通りである。

個人所得税関係の改正―

平成17年度税制改正

430 公認会計士　松　澤　　修□

改　正　前

所得税額の20％相当額

20％相当額が25万円を超える

場合は25万円

個人住民税所得割額の15％相当

額

15％相当額が４万円を超える

場合は４万円

区　　分

所　得　税

個人住民税

改　正　後

所得税額の10％相当額

10％相当額が12.5万円を超え

る場合は12.5万円

個人住民税所得割額の7.5％相

当額

7.5％相当額が２万円を超え

る場合は２万円

＜所得税・個人住民税の定率減税の縮減＞

この改正は平成18年分から適用し、給与所得者に対する所得税については、平成

18年１月の源泉徴収分から実施し、平成18年分源泉徴収表の改正が行われる。給与

所得者に対する個人住民税については、平成18年６月徴収分から実施する。公的年金

等の源泉徴収表も同様の見直しが行われる。
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＜合計所得金額125万円以下の高齢者に対する個人住民税非課税措置の廃止＞

平成18年度分以後の個人住民税に関して、年齢65歳以上で前年の合計所得金額が

125万円以下の少額所得者に認められた非課税措置が廃止される。ただし平成17年１月

１日に満65歳に達しており、前年の合計所得金額が125万円以下である場合には、平

成18年度分は２／３を減額し、平成19年度分は１／３を減額する経過措置を設ける。

＜短期就労者の住民税課税強化＞

平成18年１月１日以後の退職者について、その給与支払者に対し退職日の翌年１月

末までに退職者住所の市町村あて給与支払報告書の提出を義務づける。ただし、給与

額が30万円以下の場合には、提出を要しない。

スポットＮＥＷＳ

産業交流展2005 出展企業募集中

受発注の拡大、企業間連携の実現、経営革新の情報収集など、首都圏の産業を
振興するため、広域連携を図りながら、中小企業の優れた技術や製品を一堂に展
示する産業交流展への出展企業を募集中です。
開催期間：平成17年10月25日c・26日d

会　　場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）西１・２ホール
出展企業：首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）に事業所を有する中小

企業で、次の出展分野のいずれかに属する企業とします。
①情報　②環境　③医療・福祉　④機械・金属

出 展 料：52,500円／１小間（約９㎡）
募集企業：550企業・団体
募集締切：８月10日d

来場規模：30,000人
主　　催：産業交流展2005実行委員会（委員長：東京都産業労働局長）
ホームページ：http://www.sangyo-koryu2005.jp/
そ の 他：詳細は産業交流展2005ホームページか、下記事務局までお願いします。
問い合わせ：産業交流展2005実行委員会事務局

東京都産業労働局商工部調整課内
電話03（5320）4744（直通） 担当：宮崎・今井・小島


